
山形県情報セキュリティ基本方針 

 

 

本県は、自らＩＴ社会の模範たる構成員となり、ＩＴ社会の健全な発

展に寄与するとともに、本県が保有する県基幹高速通信ネットワークを

はじめとする情報システム及び電子情報（以下「本県の情報資産」とい

う。）の管理を適正に実施し、県民の権利、利益を守り、行政の安定的

継続的な運営を実現するため、ここに山形県情報セキュリティ基本方針

を制定する。 

 

１ 職員一人一人がＩＴ社会における模範となるよう努める。 
 

２ 適切な技術的施策を講じ、サイバー攻撃や部外者の不正アクセス等

により本県の情報資産に対する改ざん、破壊、利用妨害などが発生しな

いよう、また、これが漏えいなどすることのないよう努める。 
 

３ 外部の情報資産に対して不正な侵入、改ざん、破壊、利用妨害など

をすることがないよう努める。 
 

４ 本県の情報資産にセキュリティ上問題が発生した場合、その原因を

迅速に究明し、その被害を最小限に止めるよう努める。 
 

５ 本県の情報資産のうち特に重要なものについては、必要なとき確実

に利活用できるよう十分な備えに努める。 
 

６ 上記の活動を継続的に実施し、かつ、新たな脅威にも対応できるよ

う、情報セキュリティ管理体制を確立する。 

 

               平成 14年 4月 1日 施行 

               平成 20年 4月 1日 改正施行 

               令和８年 4月 1日 改正施行 


